
２．船に積まれている貨物のリスク 
輸出・輸入貨物の所有者である荷主は、貿易条件（FOB,C&F,CIF)によって手配する側が輸出者か輸入者によって変
わります、海上運送上の様々な危険に対して通常「海上貨物保険」に加入している。 「海上貨物保険」は、運送用
具自体（船舶等）の事故「沈没・座礁・火災・衝突（SSBC)」による貨物の損害を補償する条件であるFPAをベー
スに、WAまたはAll Risk条件等によって貨物の損害担保が異なっています。しかしながら、海賊においては、「船
舶保険」同様、海固有の危険として、基本約款で補償の対象としていますので、海賊に襲われて貨物に損害が発生し
た場合でも「海上貨物保険（Ocean Marine Cargo Insurance)」によって補償されます。 

３．船長をはじめ船舶乗組員・クル―のリスク 
船舶に乗船しているクルー（船員）を雇用している船会社やマニング会社（船舶を所有せず船員配乗のみを行う会
社）が、船舶同乗中の事故等に備えて、通常「船員保険」に加入しているので、万が一クルーが海賊の襲撃によって
拿捕され怪我をした場合には、「船員保険」によって補償されます。 しかしながら、ソマリア沖に出没している海
賊は、従来の船舶および貨物の強奪を目的としたものではなく、クルーを誘拐・人質にして身代金を要求することを
目的としており、新たな概念のリスクのために従来の上記保険等が全く機能しないという自体に直面していることを
ご存知でしょうか・・・？この様に、船舶同乗者（船員クルーや客船の場合の乗船客）が、海賊によって拿捕・誘拐
され身代金を船舶所有者・運行関係者マンニング会社・家族等へ、身代金を要求してきた場合の対応は、海外旅行傷
害保険でもない「別の保険」が必要になります。この場合に対応できる保険は、海外駐在員・出張者およびその家族
が海外において「身代金誘拐・人身脅迫・物的脅迫・不当拘束・ハイジャック／シージャック」に遭遇した場合に備
えた「海外特殊危険保険」という保険のみが有効に機能することになります。 

＜海外特殊危険保険＞ 
    

企業の海外危機管理対策として次の事件・事故に対応する唯一の保険です。 
 

●船舶乗務員・企業の出張者・駐在員（家族を含めて）等 
 ◆身代金狙いで誘拐された。 ＜身代金誘拐事件＞ 
 ◆強要金狙いで、脅迫された。＜身体脅迫事件＞ 
 ◆ゲリラ・海賊等に不当監禁された。＜不当監禁事件＞ 
 ◆ハイジャック・シージャックに巻き込まれた。＜ハイジャック事件＞ 
 
●海外現地法人 
 ◆強要金狙いで、「販売商品等に毒を混入される。」・「事務所・工場等を爆破する」・「会社の重量機密を暴露す
る。」等の脅迫された。＜財物脅迫事件＞ 
 

※上記の事件を解決するには、誘拐犯や脅迫犯等との交渉にあたる専門の危機管理コンサルタントがあります。 
当該保険は、身代金をはじめとする事件・事故を解決するための当該コンサルタントに係わる費用を補償します。 

この様な事態に対し、保険はどの様に機能するのであろうか･･･？ 
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ソマリア沖「海賊」【Pirate of Somalia】 
「海賊」。忘れられていた名前、映画でしか見た事ない「海賊」が今や世界で大変なことになっている。 
日本でも、ついに自衛隊の出動の事態に････ 

 
 ソマリア沖のアデン湾を航行する船舶を狙って、武装した海賊が出現し始めたのは２年程前からで、昨年あたりから
その頻度と攻撃をする船舶も手当たりしだいとなっていきていることから、船舶を運行している各国は、国をあげて安
全に向けての軍艦出動となってきたが、今度は、ソマリア沖でも警戒の厳しいアデン湾を避けて、ソマリア東海岸沖・
ケニア沖に出没するようになってきています。 
ニュース等で見る限り、粗末な小船に武装した数人で大型船舶が、いとも簡単に拿捕・拉致される光景には驚くばかり
だが、船舶運行当事者だけでなく船舶所有者・貨物所有者・船員等関係者および豪華客船に乗り合わせたお金持ち諸氏
には、なんとも危険極まりない事態となってしまったことに頭をいためているのではなかろうか･･･？ 
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１．船舶自体のリスク 
船舶を保有する船主・傭船者等は、運行上の４大危険「沈没・座礁・火災・衝突（SSBC)」および荒天等、その他
の危険に遭遇するのに備え、通常「船舶保険」に加入しています。また、港の岸壁に衝突した場合の賠償リスク等に
備えて「船主責任保険 = P&I保険」にも加入しています。 もともと、Lloyd’s of London発生の頃から海賊（パイ
レーツ）という概念は、海固有のリスクとして「船舶保険」の担保範囲に含まれているので海賊によって「船」が拿
捕され破壊等の損害を受けた場合でも、当該船舶自体の損害は「船舶保険」で補償されます。 


